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工事名； 丸山総合公園屋内多目的広場管理棟屋根補修工事 

《 特 記 仕 様 書 》  

１  共通仕様について 

図面、 設計書及び特記仕様書に記載さ れていない事項は、 すべて国土交通大臣官房官庁営繕部監修

「 公共建築工事標準仕様書（ 建築工事編）」・「 公共建築改修工事標準仕様書（ 建築工事編）」（ 共に令

和７ 年版） 及び「 建築物解体工事共通仕様書」（ 令和７ 年版） に基づく も のと する 。  

２  施工について 

工事実施について、 施設管理者から 十分な理解・ 協力が得ら れる よ う 協議の上、 実施日等を決定す

る と 共に、 施工中の音の発生や資材の搬入に十分配慮し 、 施設管理者及び近隣住民に迷惑をかけない

よ う に施工する こ と 。 工事車両については、 当町建設課施設管理担当者が指定する 場所に駐車する こ

と 。  

３  下請業者及び協力業者の選定について 

上市町発注の公共事業である こ と に鑑み、 下請業者及び協力業者の選定に当っては、 可能な限り 町

内業者から も 見積り を徴収し 、 決定する こ と 。 工事の品質の確保及び責任区分の明確化に鑑み、 下請

は２ 次下請ま でと する こ と 。  

４  総合図について 

  施工前に総合図を監督員に提出し 、 承認を受ける こ と 。  

５  施工計画書及び施工図について 

  施工前に各工種の施工計画書及び施工図を監督員に提出し 、 承認を受けてから 施工を開始する こ と 。 

６  第三者賠償責任保険について 

( 1)  本工事を施工する に当り 、 既設建物や地下埋設物等の事前調査を十分に行い、 地盤沈下等によ り

生じ た工事区域隣接の地下構造物に対する 賠償責任を含む第三者賠償責任保険に加入する こ と 。  

( 2)  工事施工中に受益者や通行者等へ損害を与えたり 、 問題が生じ たり し た場合は、 事の大小に関わ

ら ず、 監督員へ報告する こ と 。  

７  環境への配慮について 

( 1)  本工事を施工する に当り 、 環境への負荷を低減する よ う 、 努める こ と 。  

( 2)  低騒音型の建設機械を使用する こ と 。  

( 3)  排出ガス 対策型の建設機械を使用する こ と 。  

８  建設リ サイ ク ル製品の有効利用について 

( 1)  本工事を施工する に当り 、 極力、 リ サイ ク ル製品を使用する こ と 。  

( 2)  砕石は再生切込砕石を使用する こ と 。  

( 3)  砂は再生砂を使用する こ と 。  

( 4)  型枠は、 再生利用品、 又は非熱帯材の使用、 再利用、 現場内転用を使用する こ と 。  

( 5)  工事用看板は、 再生利用品、 又は県内産間伐材の使用に努める こ と 。  

９  「 建設工事に係る 資材の再資源化等に関する 法律」 について 

「 建設工事に係る 資材の再資源化等に関する 法律」 に基づき 、 産業廃棄物の排出量を極力抑える た

め、 特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別し 、 再資源化を図る こ と 。  

10 建設副産物などの有効利用及び適正処理について 

( 1)  建設発生土は、 現場内利用、 又は工事間流用に努める こ と 。  

( 2)  現場で発生する 建設発生土以外の建設副産物などは、 分別し 、 適正に処分する こ と 。  

( 3)  現場外に搬出する 建設副産物などは、 その処分方法を書類で報告する こ と 。  

 



工事名； 丸山総合公園屋内多目的広場管理棟屋根補修工事 

11 Ｃ Ｏ Ｒ Ｉ Ｎ Ｓ 登録について 

請負金額が 500 万円以上の場合は、 Ｃ ＯＲ Ｉ Ｎ Ｓ 登録によ り 工事カルテを財団法人 日本建設情報総

合センタ ーに提出し 、 竣工登録工事カルテ受領書の写し を提出する こ と 。  

 

12 提出書類等について 

（ 1） 工事の品質確保の観点から 、 施工管理中に自主検査を行い、 完成時に以下の書類を提出のこ と 。 

① 工事完成届、 工事引渡書、 請求書 

② 工事写真帳( Ａ ４ 版： 着工前、 竣工後、 各工程施工状況、 段階確認等)  

③ 各種保証書 

④ 取扱説明書( 原本一式、 写し 一式)  

⑤ 各種検査結果報告書 

⑥ 出荷証明書 

⑦ 納品書 

⑧ 設計数量・ 出来高対比表 

⑨ 打合せ記録簿、 工事日誌 

⑩ 建設副産物及び建設廃棄物の産廃管理票(マニフェ ス ト )の写し 及び管理一覧表 

 ※解体工事以外はマニフェ ス ト の提示及び管理一覧表の提出 

 

（ 2） 上市町建設工事標準請負契約約款及び公共建築工事標準仕様書、 上市町建設請負工事検査規定並 

びに建設業法等の一部を改正する 法律( 平成 26 年法律第 55 号) に基づき 、 所定期間中に以下の書類 

を提出のこ と 。  

① 現場代理人・ 主任技術者等届 

② 技術者資格写し  

③ 施工体制台帳及び施工体系図の写し (下請負業者が県の指名停止期間中で無いこ と ) 

④ 実施工程表 

⑤ 施工計画書(施工体系図及び再生資源利用計画・ 促進計画書付き ) 

⑥ 建設業退職金共済制度等の掛金収納書(発注者用)写し  

⑦ 建設副産物及び建設廃棄物処理の運搬・ 処分委託契約書の写し  

⑧ 安全教育、 安全ミ ーティ ング、 新規入場者教育（ 全員分）、 安全パト ロ ールの資料・ 写真 

 

 (3) 建設業法等の一部を改正する 法律(平成 26 年法律第 55 号)に基づき 、 以下について対応のこ と 。  

  ① 施工体制台帳の作成・ 常備(下請負契約を締結する 場合) 

  ② 建設業退職金共済制度適用事業主工事の旨の現場掲示 

  ③ 労災保険関係の項目の現場掲示 

  ④ 建設業許可の旨の現場掲示 

  ⑤ 施工体系図の現場掲示 

 

13 週休２ 日促進工事について 

( 1)  本工事は、 発注者が月単位の週休２ 日に取り 組むこ と を指定する 週休２ 日促進工事（ 発注者指定

型（ 現場閉所） ） である 。   

( 2)  工事の実施にあたっては、 上市町「 週休２ 日工事」 施工要領に基づく も のと する 。  


